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１ 趣旨 

地方公共団体は、行政運営にあたって、常に最少の経費で最大の効果をあげ、

組織及び運営の合理化に努めなければなりません（地方自治法第 2条）。 

これまで本市では、その趣旨を踏まえ、業務の集約化・効率化、施設のあり

方の見直し及び委託化の推進などによって定員の見直しを進め、より必要度・

重要度の高い事務事業に重点的な定員配置を行うなど、効率的な執行体制とな

るよう計画的な定員管理に努めてきました。

今後の本市を見通すと、少子化・高齢化のさらなる進行に伴う人口構造の変

化や、発生が懸念される南海トラフ巨大地震等への備え、産業を取り巻く環境

の変化など、多様化・複雑化する課題への対応が求められる一方、第 20 回ア

ジア競技大会の開催や今後迎えるリニア時代に向けた「新たな名古屋」を創造

していくために必要な職員配置を行っていく必要があります。 

こうした中、医療費を始め高齢者福祉にかかる支出等、高齢者の増加による

扶助費の増加や生産年齢人口の減少に伴う経済活力の低下など、今後も厳しい

財政状況が見込まれることから、持続可能な行政運営を行っていくためには、

全体として市民サービスを確保していくという考え方のもと、限られた人員や

財源を有効かつ効率的に活用し、安定した経営基盤を確立していかなければな

りません。

こうした実情を踏まえ、本市職員が公務員としての誇りと使命感を維持しな

がら、市民の期待に応えうる効率的・効果的な行政運営を進めるため、引き続

き中期的な取組目標を掲げ、計画的な定員管理を行い、組織及び定員の最適化

を図ります。
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２ これまでの定員管理の取組みと今後の考え方 

本市の職員数は、平成 10 年度から数値目標を掲げ計画的な定員管理に取り

組んできた結果、右図のように平成 28 年度には 24,745 人となり、ピークであ

った昭和 55 年度の職員数 33,390 人から△8,645 人の見直しを行い、過去最少

となりました。 

その後、平成 29 年度に県から小中学校等教職員の給与負担等が移譲された

ことに伴い、小中学校等の教職員が増加したため、平成 31 年度では本市の職

員数は 34,677 人となっています。 

 今後の定員管理においては、新たな名古屋の創造に向けて必要な職員配置を

行っていくため、限られた人員や財源を有効かつ効率的に活用していかなけれ

ばなりません。

こうしたことから、「民間でできることは民間に委ねる」という考え方のも

と、公的関与の必要性などを確認しつつ民間活力の活用を行うとともに、組織

及び運営の合理化を進め、引き続き定員の見直しに取り組みます。

 その一方で、社会経済情勢の変化や多様化・複雑化する市民ニーズに的確に

対応し、また、名古屋市次期総合計画（計画期間：令和元～5年度）の重点戦

略に掲げた取り組みを推進していくためにも、必要な組織を整備・強化すると

ともに、定員の再配分を積極的に行うことにより、必要度・重要度の高い事務

事業に重点的に職員を配置し、効率的・効果的な行政運営に取り組みます。 

また、人的資源の有効活用を図るため、職員一人ひとりが最大限能力を発揮

できるよう、定員管理の観点から職員を支える職場環境づくりを進めていきま

す。 
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３ 取組内容

（１）市長部局等（小中学校等に係る教職員を含む） 

 ア 取組期間 

   5 年間（令和 2 年度当初予算から令和 6年度当初予算までの期間） 

 イ 具体的な取組み 

 （ア）定員の見直し  

    全体として市民サービスの確保を図りながら、「公的関与のあり方に

関する点検指針」及び「事務事業の見直しの視点・方向性」などを活用

し、原則として採用を行わない技能労務職員を除いた職員について、ス

クラップアンドビルドを基本としながら、次に掲げる視点から定員を見

直し、効率的な執行体制の構築を目指していきます。
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（ 図 ） 

※平成 29年度に県から小中学校等に係る教職員（10,039 人）が移管した。 
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   ａ 業務の集約化・効率化 

     業務や執行体制の集約化、ICT の活用等による効率的な執行体制を

構築します。 

   ｂ 施設のあり方の見直し 

     設置意義の薄れた施設については、休廃止・民営化などの見直しに

取り組むとともに、直営施設については、指定管理者制度の導入を推

進するなど民間活力の活用などにより、効率的・効果的な運営に努め

ます。 

   ｃ 委託化等 

     本市の業務全般について、常にそのあり方を検討し、引き続き民間

委託等を促進します。 

     技能労務職員については、その従事する業務の性質上、市が直接に

実施主体となる必要性がある業務を除き、引き続き民間委託の活用等

を図る必要があるものとし、原則として採用（再任用を除く）を行わ

ないものとします。 

     なお、市が直接に実施主体となる必要性がある業務であっても、常

に最小限の人員体制の検討をするとともに、国等の技能労務職員に係

る人件費との均衡を図るものとします。 

   ｄ 組織の簡素化・効率化 

     限られた人的資源の有効活用や意思決定の迅速化の観点から、定員

の見直しにあわせて、設置目的・役割を果たした組織の統廃合を図り

ます。 

 （イ）重点的な職員配置 

    名古屋市次期総合計画（計画期間：令和元～5 年度）の重点戦略に掲

げた取り組みを推進していくため、積極的に定員を再配分するとともに

組織体制の整備及び強化を行い、必要度・重要度の高い事務事業に対し

て重点的に職員を配置します。 

    また、局室区長の裁量によって所属内における年度内の応援を行うこ

とで柔軟な職員配置を行う制度を継続します。 

    なお、新たに区長権限の強化策として、区役所組織のうち、区の特性

に応じたまちづくりに関連する一部の組織について、直接、組織改編を

要求できる仕組みを導入します。 
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 （ウ）職員を支える職場環境の整備等 

    第 1 子等において年度当初に産前産後休暇を取得し、引き続き年度を

通じて育児休業を取得する職員の所属する職場において、円滑な業務執

行に資するため代替職員制度の更なる充実として、現行の 50％の代替

措置を 100％とすることを検討し、職員を支える職場環境の整備等を進

めます。 

 ウ 取組目標 

   今後も厳しい財政状況が見込まれる中、以上の取組みを行うことにより、

令和元年度予算定員に対し、100 人以上の純減を行います。なお、この取

組目標は、方針期間中のそれぞれの年度ごとに退職者数の状況、取組目標

の達成状況、財政状況等を勘案しながら当該年度の定員増減数の確認を行

った上で、取り組みを進めます。 

   また、方針期間中の中間時期において、取組目標や取組内容などについ

て再検証を行います。 

（２）地方公営企業

    上下水道、交通、病院の公営企業については、各企業において別途策定

する経営計画等により定員管理を行います。 

４ その他

 派遣職員については、「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関

する法律」の趣旨を踏まえ、人的支援が必要かどうか、また、その職種、役職、

職務内容が適正かどうか精査します。 


